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公立大学法人秋田県立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれる

中期目標の期間における業務の実績に関する評価基準

平成３０年 ４月 １日

改正：平成３１年 １月１８日

秋田県地方独立行政法人評価委員会

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第１１条の規定及び秋田県公立大学法人の

業務実績に係る評価基本方針（平成１７年７月１３日秋田県地方独立行政法人評価委員会決定（以

下「評価基本方針」という。））に基づき、公立大学法人秋田県立大学（以下「法人」という。）

における中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関して行う

評価については、以下の基準による。

１ 評価の趣旨

中期目標期間の最後の事業年度の前々事業年度の終了後において、中期目標に掲げた各項目

の達成見込みの状況の調査・分析結果を踏まえ、事業の実施状況、法人のマネジメントの観点

から業務全体について総合的な評価を行うことにより、次期中期目標・中期計画の策定、設立

団体の長が行う組織及び業務の全般にわたる検討、並びに法人が行う業務運営の改善・充実に

資する。

２ 評価の実施

法人の評価は「項目別評価」と「全体評価」により行う。

⑴ 項目別評価

項目別評価は、様式１「公立大学法人秋田県立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれ

る中期目標の期間における業務の実績に関する項目別調書」に基づき、中期目標及び中期計

画に掲げた各項目の達成見込みの状況について、各事業年度の実績及び実績の見込み並びに

法人による自己評価結果等を総合的に勘案して実施する。

⑵ 全体評価

全体評価は、様式２「公立大学法人秋田県立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれる

中期目標の期間における業務の実績に関する全体評価調書」に基づき実施することとし、項

目別評価の結果を踏まえ、業務の達成見込みの状況、財務状況、法人のマネジメントの観点

から、法人の活動全体について定性的に評価する。

なお、評価は設立時及び中期目標設定時の理念の実現を評価の基軸としつつ、法人を取り

巻く諸事情の変化も勘案して実施する。

３ 項目別評価の基準

原則として、以下の５段階で評価する。

Ｓ：特に優れた実績を上げている。

（評価委員会が特に認める場合）

Ａ：中期目標を達成する見込みである。

（達成度が１００％以上と認められるもの又は評価委員会が達成度１００％相当と認

める場合）

Ｂ：中期目標を概ね達成する見込みである。

（達成度が８０％以上１００％未満と認められるもの）

Ｃ：中期目標を十分には達成できていない。
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（達成度が８０％未満と認められるもの）

Ｄ：業務の大幅な改善が必要である。

（評価委員会が特に認める場合）

・定量的な評価指標が設定されている場合は、上記基準により評価することを基本とする。

・定性的な評価指標が設定されている場合は、上記基準に基づき、委員の協議により評価す

る。

・評価の最小単位以外の評価項目については、上記基準に基づき、委員の協議により評価す

る。

４ その他

本基準は、必要に応じ、評価委員会の協議により見直すことができるものとする。

様式１及び様式２ 略


